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規　
　
　

則

○
山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

一

○
山
梨
県
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の

	

一

　

一
部
を
改
正
す
る
規
則

○
山
梨
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

一

　
　
　
　
　
　

規　
　
　

則

山
梨
県
規
則
第
十
九
号

　

山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
三
十
年
七
月
二
十
日

	

山
梨
県
知
事	
後　
　

藤　
　
　
　
　

　
　
　

山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

第
五
条
の
八
第
四
項
中
「
自
動
車
税
」
を
「
徴
収
金
」
に
、
「
納
税
者
」
を
「
納
税
者
等
」
に
、

「
第
百
七
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
百
七
十
三
条
」
に
改
め
る
。

　

第
五
条
の
十
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
二
十
号

　

山
梨
県
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
三
十
年
七
月
二
十
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

　
　
　

	

山
梨
県
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

　

山
梨
県
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
八

年
山
梨
県
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
の
見
出
し
中
「
不
均
一
課
税
」
を
「
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項

中
「
第
五
条
」
を
「
第
七
条
」
に
、
「
不
均
一
の
課
税
を
」
を
「
課
税
免
除
又
は
不
均
一
の
課
税
を
」

に
、
「
不
均
一
課
税
申
請
書
」
を
「
課
税
免
除
・
不
均
一
課
税
申
請
書
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

「
不
均
一
課
税
」
を
「
課
税
免
除
又
は
条
例
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
不
均
一
の
課
税
」
に
改
め
、
同

項
第
三
号
中
「
第
四
条
」
の
下
に
「
の
規
定
に
よ
る
課
税
免
除
又
は
条
例
第
六
条
」
を
加
え
、
同
条
第

二
項
中
「
不
均
一
の
」
を
「
課
税
免
除
又
は
不
均
一
の
」
に
、
「
不
均
一
課
税
申
請
書
」
を
「
課
税
免

除
・
不
均
一
課
税
申
請
書
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
不
均
一
課
税
申
請
書
」
を
「
課
税
免
除
・
不

均
一
課
税
申
請
書
」
に
、
「
不
均
一
の
」
を
「
課
税
免
除
又
は
不
均
一
の
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
第
一
項
中
「
第
七
条
」
を
「
第
九
条
」
に
改
め
る
。

　

第
一
号
様
式
中
「不

均
一
課
税
申
請
書

」
を
「課

税
免
除

・不
均
一
課
税
申
請
書

」
に
、
「第

5
条

」
を
「第

7
条

」
に
、
「不

均
一
の
課
税
を
申
請
し

」
を
「
（課

税
免
除

・不
均
一
の
課
税

）を
申

請
し

」
に
、
「不

均
一
の
課
税
を
受
け

」
を
「課

税
免
除

・不
均
一
の
課
税
を
受
け

」
に
、
「地

方
活

力
向
上
地
域
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画

」
を
「地

方
活
力
向
上
地
域
等
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画

」
に

改
め
、
同
様
式
注
1
⑵
中
「不

均
一
課
税

」
を
「課

税
免
除

」
に
改
め
、
同
様
式
注
1
⑹
中
「認

定
地

方
活
力
向
上
地
域
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画

」
を
「認

定
地
方
活
力
向
上
地
域
等
特
定
業
務
施
設
整
備

計
画

」
に
改
め
、
同
様
式
注
2
及
び
別
表
1
備
考
中
「不

均
一
課
税
申
請

」
を
「課

税
免
除
申
請

」
に

改
め
、
同
様
式
別
表
2
中
「不

均
一
課
税

」
を
「課

税
免
除

」
に
改
め
る
。

　

第
二
号
様
式
中
「第

7
条

」
を
「第

9
条

」
に
改
め
、
同
様
式
注
中
「第

3
条

」
を
「第

3
条
又
は

第
5
条

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
二
十
一
号

　

山
梨
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
三
十
年
七
月
二
十
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

　
　
　

山
梨
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

山
梨
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
山
梨
県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
第
一
項
第
四
号
中
「
第
四
号
様
式
」
を
「
第
三
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
を
承

認
し
た
と
き
は
加
入
等
承
認
通
知
書
（
第
五
号
様
式
）
を
、
承
認
し
な
い
と
き
は
加
入
等
不
承
認
通
知

書
（
第
六
号
様
式
）
を
交
付
す
る
」
を
「
が
あ
つ
た
と
き
は
、
書
面
に
よ
り
申
込
者
に
、
加
入
等
を
承
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平
成
三
十
年
七
月
二
十
日

二

認
し
、
又
は
承
認
し
な
い
旨
を
通
知
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
七
号
様
式
」
を
「
第
四
号

様
式
」
に
、
「
第
七
号
様
式
の
二
」
を
「
第
五
号
様
式
」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
第
三
項
中
「
第
八
号
様
式
」
を
「
第
六
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
掛
金
減
額
承

認
・
不
承
認
通
知
書
（
第
九
号
様
式
）」
を
「
書
面
」
に
、「
掛
金
の
」
を
「
、
掛
金
の
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
第
一
項
中
「
給
付
請
求
は
」
を
「
給
付
の
請
求
は
」
に
、
「
第
十
号
様
式
」
を
「
第
七
号
様

式
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
ア
中
「
第
十
一
号
様
式
」
を
「
第
八
号
様
式
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
ア

中
「
第
十
二
号
様
式
」
を
「
第
九
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
に
定
め
る
年
金
の
給
付
請

求
」
を
「
の
年
金
の
給
付
の
請
求
」
に
、
「
年
金
給
付
決
定
通
知
書
（
第
十
三
号
様
式
）
」
を
「
そ
の

旨
を
記
載
し
た
書
面
」
に
、
「
第
十
四
号
様
式
）
を
交
付
し
、
給
付
」
を
「
第
十
号
様
式
）
を
、
年
金

の
給
付
」
に
、
「
年
金
（
加
算
額
）
不
支
給
決
定
通
知
書
（
第
十
五
号
様
式
）
」
を
「
そ
の
旨
を
記
載

し
た
書
面
」
に
改
め
る
。

　

第
八
条
中
「
第
十
六
号
様
式
」
を
「
第
十
一
号
様
式
」
に
改
め
る
。

　

第
九
条
第
一
項
中
「
支
給
停
止
は
、
年
金
支
給
停
止
決
定
通
知
書
（
第
十
七
号
様
式
）
」
を
「
支
給

の
停
止
は
、
年
金
の
支
給
の
停
止
を
決
定
し
た
旨
を
記
載
し
た
書
面
」
に
、
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
年
金
支
給
停
止
の
」
を
「
年
金
の
支
給
の
停
止
の
」
に
、
「
年
金
支
給
停

止
解
除
決
定
通
知
書
（
第
十
八
号
様
式
）
」
を
「
年
金
の
支
給
の
停
止
を
解
除
し
た
旨
を
記
載
し
た
書

面
」
に
、
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
る
。

　

第
十
条
第
一
項
中
「
給
付
請
求
は
」
を
「
給
付
の
請
求
は
」
に
、
「
第
十
九
号
様
式
」
を
「
第
十
二

号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

2
	　

知
事
は
、
前
項
の
弔
慰
金
の
給
付
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
書
面
に
よ
り
請
求
者
に
、
弔
慰
金

の
給
付
を
決
定
し
、
又
は
当
該
請
求
を
却
下
し
た
旨
を
通
知
す
る
。

　

第
十
条
の
二
第
一
項
中
「
給
付
請
求
は
」
を
「
給
付
の
請
求
は
」
に
、
「
第
二
十
二
号
様
式
」
を

「
第
十
三
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

2
	　

知
事
は
、
前
項
の
脱
退
一
時
金
の
給
付
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
書
面
に
よ
り
請
求
者
に
、
脱

退
一
時
金
の
給
付
を
決
定
し
、
又
は
当
該
請
求
を
却
下
し
た
旨
を
通
知
す
る
。

　

第
十
一
条
第
一
項
中
「
第
二
十
五
号
様
式
」
を
「
第
十
四
号
様
式
」
に
改
め
る
。

　

第
十
二
条
第
一
項
中
「
第
十
七
条
各
項
」
を
「
第
十
七
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
」
に
改
め
、
同

項
第
一
号
中
「
第
二
十
六
号
様
式
」
を
「
第
十
五
号
様
式
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
二
十
七
号

様
式
」
を
「
第
十
六
号
様
式
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
二
十
八
号
様
式
」
を
「
第
十
七
号
様

式
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
第
二
十
九
号
様
式
」
を
「
第
十
八
号
様
式
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号

中
「
第
三
十
号
様
式
」
を
「
第
十
九
号
様
式
」
に
改
め
る
。

　

第
三
号
様
式
を
削
る
。

　

第
四
号
様
式
中
「第

4
号
様
式

」
を
「第

4
号
様
式

（第
4
条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
三

号
様
式
と
し
、
第
五
号
様
式
及
び
第
六
号
様
式
を
削
り
、
第
七
号
様
式
を
第
四
号
様
式
と
し
、
第
七
号

様
式
の
二
を
第
五
号
様
式
と
す
る
。

　

第
八
号
様
式
中
「第
8
号
様
式

」
を
「第

8
号
様
式

（第
6
条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
六

号
様
式
と
し
、
第
九
号
様
式
を
削
り
、
第
十
号
様
式
を
第
七
号
様
式
と
し
、
第
十
一
号
様
式
を
第
八
号

様
式
と
し
、
第
十
二
号
様
式
を
第
九
号
様
式
と
し
、
第
十
三
号
様
式
を
削
る
。

　

第
十
四
号
様
式
中
「第

1
4
号
様
式

」
を
「第

1
4
号
様
式

（第
7
条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式

を
第
十
号
様
式
と
し
、
第
十
五
号
様
式
を
削
り
、
第
十
六
号
様
式
を
第
十
一
号
様
式
と
し
、
第
十
七
号

様
式
及
び
第
十
八
号
様
式
を
削
り
、
第
十
九
号
様
式
を
第
十
二
号
様
式
と
し
、
第
二
十
号
様
式
及
び
第

二
十
一
号
様
式
を
削
り
、
第
二
十
二
号
様
式
を
第
十
三
号
様
式
と
し
、
第
二
十
三
号
様
式
及
び
第
二
十

四
号
様
式
を
削
り
、
第
二
十
五
号
様
式
を
第
十
四
号
様
式
と
し
、
第
二
十
六
号
様
式
を
第
十
五
号
様
式

と
し
、
第
二
十
七
号
様
式
を
第
十
六
号
様
式
と
し
、
第
二
十
八
号
様
式
を
第
十
七
号
様
式
と
し
、
第
二

十
九
号
様
式
を
第
十
八
号
様
式
と
し
、
第
三
十
号
様
式
を
第
十
九
号
様
式
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2
	　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
条
例
施

行
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
心
身

障
害
者
扶
養
共
済
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
た
書
類
と
み
な
す
。 二


